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１．居住誘導区域 
（１）居住誘導区域と事前届出 

居住誘導区域は、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サー

ビス等が持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域です。 

本市においても届出の対象となる区域と対象外の区域を設定します。対象区域では

一定規模以上の開発・建築等行為は事前届出が必要となります。 

 

●「居住誘導区域（届出の対象外エリア）」 

「居住誘導区域」は、区域内の開発・建築等行為における事前届出が不要であり、

区域外で一定規模以上の同行為が発生した場合には、行政から区域内への誘導をお願

いする区域です。 

事前届出を申請する場合は、市域全体や既存施設の立地状況などを勘案し、適正な

場所への立地誘導を図るため、事前の協議（各種情報提供）を行っていきます。 

 

●「居住を適正化する区域（届出の対象エリア）」 

居住誘導区域外である「居住を適正化する区域」は、一定規模以上の開発・建築等

行為が発生した場合に、事前届出の対象となるエリアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）届出の対象となる⾏為 

１）開発行為 

○３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

○１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で 1,000 ㎡以上の規模のもの 

 

２）建築等行為 

○３戸以上の住宅新築 

○住宅への改築、住宅への用途変更 

 

 
１戸 1,200 ㎡の開発行為 ３戸以上の住宅開発、住宅新築 

届出の対象例 

Ⅴ章 届出制度について 

行政区域 

計画区域＝都市計画区域 

居住誘導区域(用途地域内) 届出の対象エリア 
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２．都市機能誘導区域 
（１）都市機能誘導区域・誘導施設と事前届出 

都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に

誘導し集約することにより、各種サービスの効率的な提供を図ることが可能となる区域

であるとともに、規定された誘導施設の誘導や抑制等を図る区域です。 

本市においても届出の対象となる区域と対象外の区域及び誘導施設を設定します。対

象区域では一定規模以上の誘導施設に係る開発・建築等行為は事前届出が必要となりま

す。 

 

●「都市機能誘導区域（届出の対象外エリア）」 

「都市機能誘導区域」は、区域内の開発・建築等行為における事前届出が不要であ

り、区域外で一定規模以上の同行為が発生した場合には、行政から区域内への誘導を

お願いする区域です。 

 

●「誘導施設の立地を適正化する区域（届出の対象エリア）」 

「誘導施設の立地を適正化する区域」は、本計画で設定した誘導施設の開発・建築

等行為が発生した場合に、事前届出の対象となる区域です。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出の対象となる施設 
○特定機能病院 

○地域医療支援病院 

○保育所（70 名以上） 

○福祉関連法に定める施設（利用定員数 40 人以上） 

○図書館 

○大学及び専修学校その他関連施設 

○大規模小売店舗（1,000 ㎡以上） 

○劇場、映画、演芸場及び観覧場 

  

行政区域 

計画区域＝都市計画区域 

都市機能誘導区域(用途地域内) 届出の対象エリア 


